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金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 2年 3月31日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第23号

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和05年規則第15号)の一部を次のように改正する。

里子 之 義

第 2条の 2中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用法」に、「第3条第 1項」を「第6条第 1項」に

改める。

第 2条の4第2項中「総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」を

「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」に改める。

第 2条の6中「情報通信技術利用法第3条第 1項」を「情報通信技術活用法第6条第 1項」に改める。

第4条第 1項中第 l号の 2を削り、第 1号の 3中「第5号様式の 2J を「第5号様式」に改め、同号を同項第 1号

の2とし、同項第18号中「市税還付通知書」を「還付通知書」に、「地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下

「政令」という。)第6条の13J を「第314条の 9J に改め、同項第19号中「市税充当通知書」を「充当通知書」に、

「政令」を「第314条の 9、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)Jに改め、同項中第22号

を第23号とし、第21号を第22号とし、第20号を第21号とし、第19号の次に次の 1号を加える。

凶還付(充当)通知書(法第17条、第17条の 2、第314条の 9、政令第6条の13) 第24号様式

第6条第2項中「は、納税者」を「が納税者」に改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、第4号様式その4により納付を受けた場合にあっては、第27号様式の 2による税務課長の査

聞を受けなければならない。

第6条第3項の次に次の 1項を加える。

4 前項の規定にかかわらず、市税収納受託者が現金以外の方法で市税の納付を受ける場合において、領収証書を交

付することが困難であり、かつ、納税者において支払の事実を確認できる手段が講じられていると市長が認めると

きは、領収証書を交付しないことができる。この場合において、市長は、領収証書を交付しない旨をあらかじめ納

税者に告知するものとする。

第4号様式その 1を次のように改める。



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

その 1

(表)

金沢市税納付(納入)書

指定期日までに、裏面に記載の納付場所で必ず納付してください。

納付(納入)蓄は領収証書と併せて保管ください。

lhi 
納付品発行番号 指定期日

| 脱 税 年 度 |
NO 期(月)別 納付額 延滞金

1 円 円

2 円 円

3 円 円

4 円 円

5 円 円

6 円 円

計 円 円

合 百十 円

|山 | 石川県金沢市 石川県金沢市

企沢市 年度 領収済通知書 年度 制収証書

納付書(僅) 年度

口座調書" |吋 | 円
加口座入信.名号 納付.発行委号

通収納知機機側搭需号号 I 納付.発行信号

通知.信号 納後者氏名

~&'省民~
納 付 編 内

建司.金 内… | 納付額1 円

三三
合 伽 円

延滞金 円 納 付 額 内
指定期 R

合計 円
延 滞 金 円

取徴金融槍関 上配の金額を領取しましたー

合 計 内 金沢市指定金融機関等(硲)

取りまとめ向 上記のとおり領収しましたので 柑定期日

通知します.

(宛先)

阪航代行会社 金沢市会官|管理有

ヨ 巴金沢市街道金融機関

金沢市街道代理金融機関又は

金沢市収納代理金融機関

この制限証書は、後日の証胞と

して 5年'"'保存してください。

2 



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6

(※)金沢市指定金融機関等とは、

金沢市指定金融機関、

金沢市指定代理金融機関、

金沢市収納代理金融機関文は

金沢市市税収納受託者

をいいます。

金 沢市 公報

(裏)

3 
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第4号様式その4及びその 5を次のように改める。

その4

税 目

関定年度 | 間1税 年度 |

通知書番号

金沢市現金取扱員 氏名 領収日付印

右記の金額を領収しました。

|叫 |金沢市 年度 領収併通知書

口座番号 | | 納{揃 | 円

通知書番号

|脱刷 |

「ヨ納者M ， ~ 納 付 額 | 円

延滞 金 円

合計 円

取扱金融機関

上記のとおり領収しましたので
取りまとめ同

通知します。

(組先)

収納代行会社 金沢市会計管理省

金択市指定金融櫓問

金沢市指定代理金融機閣又は

金沢市眠納代理金融機関

金沢市税 領収証書

この領収 証 書 は、 後日の証拠として

5年間保存して く ださい。

納付書発行番号 指定期 日

NO 期 ( 月 ) 閉l 納付額

i 円

2 円

3 同

4 円

5 円

6 円

言十 円

ぷロ〉、 言十

石川県金沢市

年 度

払 込 書 ( 控 )

I口JII入座省番名勾

納付啓発行訴号

通知書訴勾

凱役• .，';.氏名

納付紙 1'1 

延滞金 I'l 

合 官ト I'l 

指定 期 日

円
金沢市税払込書兼領収証書(控)

liJ| 醐定年度 課税年度

指定連 番 期(月)別 納付額 延滞金

円ヨ納付特発行橋.J;

金沢市現金取倣且

イョ直の金植を払し、込みます。
"、 計

合計

4 
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金
沢
市

石
川
県
金
沢
市

石
川
県
金
沢
市

|
事

業
所

税
額

収
証

書
|

市
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村
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ー
ド

事
業

所
税

領
収

済
通

知
書

市
町
村
コ
ー
ド

事
業

所
税

納
付

書
市
町
村
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ド

口
座

番
号

加
入

者
口

座
番

号
加

入
者

口
座

番
号

加
入

者

納
税
者
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所
(
所
在
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)
・
氏
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(
名
称
)

納
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者
住
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(
所
在
地
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・
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(
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納
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年
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十
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滞
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収
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収
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。
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。
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座
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納
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通

知
書
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払 よ 車 事
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み Y - い n M 白 回 、 寸 ノ
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内 ゆ か 院

の 語 ほ 判 )
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( 座 百 ハ 槻

額 ロ ド 耕

一 問 主 干 民 、 J

i 内 、 司 て と

は の ι っ こ

に 座 〈 あ る

欄 口 ν に す

の 替 つ 割 入

こ 振 に 別 記

( び 入 種 を

た

回 れ
。々

付
山 門

' 攻 市
川 り

よ
替

| 辰寸コ 4 1f

長 座

↓ 円 口

- T 、 。

月 、 、 り す

金 お ま
と し

の 知

記 通
下 で

の

年

き
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便

郵
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令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

第 8号様式から第10号様式までを次のように改める。

第8号様式(第4条関係)

号

日
月

第

年

様

金沢市長 固

納付(納入)通知書

あなたは、地方税法第 条の規定により、下記の納税者(特別徴収義務者)の第二次納税義務者として、同人

の滞納金額のうち、下記の金額を納付(納入)しなければならないこととなりましたので、納付(納入)の期限ま

でに納付(納入)してください。

1 納税者(特別徴収義務者)

(1)住(居)所(所在地)

(2) 氏名(名称)

2 滞納金額 円

3 上記金額のうちあなたが納付(納入)すべき金額

円

4 納付(納入)期限 年 月 日

5 納付(納入)場所

6 第二次納税義務(保証債務)を負う根拠規定

〈備考〉

にの欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記
入すること。)

-7-



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

第 9号様式(第4条関係)

号

日月

第

年

様

金沢市長 固

納付(納入)催告書

さきにあなたに納付(納入)通知した金額が、下記のとおり滞納となっておりますので至急納付(納入)してく

ださい。

この納付(納入)催告書を発した日から起算して 10日を経過した日までに完納されない場合には財産の差押を

受ける場合もあります。

1 納税者(特別徴収義務者)

(1)住(居)所(所在地)

(2) 氏名(名称)

2 滞納金額 円

3 納税者(特別徴収義務者)に係る第二次納税義務者としてあなたが納付(納入)すべき金額

円

4 納付(納入)場所

く備考〉

にの欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を
記入すること。)

8 



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6

第10号様式(第 4条関係)

様

金沢市 公報

納期限変更告知書

第 号

年 月 日

金沢市長 田

地方税法第 13条の 2第 1項の規定により 、繰上徴収をするため、次のとおり納期限を変更します。

納 税 者 住(居)所(所在地)

(特別徴収義務者)

氏名(名称、)

税 目
調 百果

通知書番号
期

税額(円) 延滞金(円) 合計金額(円)
変更円IJ

法定納期限等

付納
λ{ と 税 (月) 納期限

納入

す
^乙

額人且き

l口L 計 円

変更後の 納期限 年 月 日

納付(納入)場所

(備 考〉

にの欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を
記入すること。)

第16号様式及び第16号様式の2を次のように改める。

9 



令和2年(2020年)3月31日 号外第 5号の6 金沢市 公報

第16号様式(第4条関係)

市税徴収猶予申請書

(宛先)金沢市長 年 月 日

地方税法第15条の規定により、次のとおり 徴収猶予の申請を します。

住(居)所 (所在地)
申

請

者
氏名 (名称) ⑪ 

法人番号

調定
謀

通知書番号
期

税額(円) 延滞金 (円) 合計金額(円)
{数

税 目 税 (月) 納期限 法定納期限等

収
猶

予

を
戸~ら

lナ
よ

つ
と

す

る
金

額
i口k 言十 円

徴収猶予を受けようとする期間 年 月 日から 年 月 日まで

納付 (納入)すべき徴収金

該当条項

猶予概要事実及び

徴収金を一時に納付

(納入)することが

できない事情の詳細

納 付 (納入)計画 口有 口 無

口 有 口無

担保提 供

<備 考>

注延滞金の金額は、この調書作成日までのものです。

10 
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第16号様式の 2 (第4条関係)

市税換価猶予申請書

(宛先)金沢市長 年 月 日

地方税法第15条の 6の規定により、次のとおり換価の猶予の申請をします。

住 (居)所 (所在地)
申

請

者
氏名 (名称) ⑪ 

法人番号

調定
課

通知書番号換 税目 税
期

税 額 (円) 延滞金(円)
(月)

合計金額(円) 納期限 法定納期限等

イ面
の

猶

予

を
戸コζ之

iナ

よ
つ
と

す

る

金

額 1口:>. 言十 円

換価の猶予を受けようとする期間 年 月 日から 年 月 日まで

納付(納入)すべき徴収金

該 当 条 項

徴収金を一時に納付

(納入)することに

より 事業の継続又は

生活の維持が困難と

なる事情の詳細

納付 (納入)計画

口有 口無

担 保提供

<備 考>

注延滞金の金額は、この調書作成日までのものです。

第22号様式から第26号様式までを次のように改める。

11 
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納

付
額

過
誤

納
金

額
過

誤
納

延
滞
金

金
融

機
関

名
庖

舗
名

預
金

種
別

口
座

番
号

口
座

名
義

人

合
計

(過
誤

納
金

額
)

(A
) 

円

還
付

加
算

金
額

(B
) 

円

充
当

額
(C
) 

円

差
引

還
付

金
額

:(
A
)
+
(B
)

ー
(C
)

円



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(
こ

の
欄

に
は

、
こ

の
通

知
に

不
服

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
救

済
の

方
法

、
取

消
訴

訟
を

行
う

場
合

の
被

告
と

す
べ

き
者

及
び

出
訴

期
間

等
を

記
入

す
る

こ

と
。

)
市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省 卦 bラ 期



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省

そ
の

2

卦 bラ 期

(
表
)

年
月

日

配
当

割
額

・
株

式
等

譲
渡

所
得

割
額

の
控

除
不

足
額

還
付

通
市

税
の

還
付

金
の

ご
案

内

知
書

様
左

記
の

市
税

の
還

付
金

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
振

り
込

金
沢

市
長

固
み

ま
す
。

地
方

税
法

第
3
1
4
条
の

9
の

規
定

に
よ

り
、

所
得

割
額

か
ら

控
除

で
き

な
か

っ
た

金
額

を
還

付
し

ま
す
。

過
誤

納
と

な
っ

て
い

る
市

税
税

目
|
昨

年
度

|
課

税
特

|
ユ
墨

付
金

様
氏

名
(名

称
)

住
所

(
所

在
地

)

理覚
目

|
調

定
年

度
課

税
年

度
過

誤
納

年
度

過
誤

納
番

号
年

月

通
知

書
番

号
事

業
年

度
理

由

還
付

金
振

込
予

定
口

座
期

別
(申

告
)

課
税

額
納

付
額

※
過
誤
納
金
額

過
誤
納
延
滞
金

金
融

機
関

名
庖

舗
名

預
金

種
別

口
座

番
号

口
座
名

義
人

合
計

(過
誤

納
金

額
)

(A
)

 
円

還
付

加
算

金
額

(B
) 

円

充
当

額
(C
) 

円

差
引

還
付

金
額

:(
A
)

 +
(B
)

ー
(C
)

円

4
込



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(こ
の
欄
に
は
、

こ
の

通
知

に
不

服
が

あ
る

場
合

に

お
け

る
救

済
の

方
法

、
取

消
訴

訟
を

行
う

場
合

の
被

告
と

す
べ

き
者

及
び

出
訴

期
間

等
を

記
入

す
る

こ

と
。
)

市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由

※
表

面
の

過
誤

納
金

額
の

欄
に

は
、

特
別

徴
収

に
よ

り
納

入
し

た
金

額
を
所
得
害

IJ
額

か
ら

控
除

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
金

額
(

以
下

「
控
除
不
足
額
」
と
い
う

。
)

又
は

控
除

不
足

額
を

均
等

割
額

に
充

当

し
た

後
の

残
余

額
を

記
載

し
て

い
ま

す
。

闘争 う省
ー l - u ー ー

卦 bラ 期
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第
23

号
様

式
(第

4
条

関
係

)

そ
の

l

卦 bラ 期

(表
)

内
訳

年
|充

当
し

た
日

|
卒

月
日

|
月

日

市
税

充
当

通
知

書
充

当
し

た
税

目
通

知
書

番
号

様
期
日
IJ

(申
告
)

|
 
事

業
年

度

回
区

分
未

納
額

充
当

額
|

 差
引

未
納

額

金
沢

市
長

本
紺

地
方

税
法

第
17

条
の

2
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
過

誤
納

延
滞

金

と
な

っ
て

い
る

あ
な

た
(

貴
社

)
の

市
税

を
未

納
の

市
税

等
に

充
当

充
当
し
た
税
目

制
定

年
度

課
税

年
度

通
知

書
番

号

し
ま
し
た

。

期
別
(
申

告
)

事
業

年
度

過
誤

納
と

な
っ

て
い

る
市

税
区

分
未

納
額

充
当

額
差

引
未

納
額

本
税

氏
名

(
名

称
)

延
滞

金

住
所

(
所

在
地

)
様

充
当
し
た
税
目

|
 制

定
年

度
課

税
年

度
|

 通
知

書
番

号

税
目

課
税

年
度

過
誤

納
年

度
十
過

誤
納

番
号

j割
引
(
申
告
)

通
知

幹
番

号
事

業
年

度
理

由
区

分
未

納
額

充
当

額
|

 
差

引
未

納
額

本
耕

WJ
月
IJ(

申
告
)

目
黒
税
額

納
付

額
過

誤
納

金
額

過
誤

納
延

滞
金

延
滞

金

充
当

し
た

税
目

|
制

定
年

度
課

税
年

度
|

 
通

知
書

番
号

期
日
IJ

(申
告

)

区
分

未
納

額
充

当
額

本
税

延
滞

金

合
計

(
過

誤
納

金
額

)
(A
) 

円
合

計

限
付
加

算
金

額
~ (
日)

円
区

分
本

税
充

当
額

延
滞

金
充

当
額

合
計

充
当

額

充
当

額
:(
C)
 

円

差
引

還
付

金
額

:(
A)

+
(B
) 
-

(C
) 

言十
円

円
円

円



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E 訓 学 判 明 日 咽 S 由

(裏
)

(
こ

の
欄

に
は

、
こ

の
通

知
に

不
服

が
あ

る
場

合

に
お

け
る

救
済

の
方

法
、

取
消

訴
訟

を
行

う
場

合

の
被

告
と

す
べ

き
者

及
び

出
訴

期
間

等
を

記
入

す

る
こ
と

。
)

闘争 う省 卦 bラ 期
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そ
の

2

卦 bラ 期

(
表
)

内
訳

年
|ヲ
~
し
?
と
日

|
草

月
日

|
月

日

第
二

次
納

税
義

務
者

の
納

付
(

納
入

)
金

に
係

る
充

当
し

た
税

目
課

税
年

度
通

知
書

番
号

市
税

充
当

通
知

書
期

別
(

申
告

)
|

 
事

業
年

度

区
分

未
納

額
充

当
額

第
二

次
納

税
義

務
者

本
税

様
延

滞
金

金
沢

市
長

回
充

当
し

た
税

目
調

定
年

度

地
方

税
法

施
行

令
第

6
条
の

13
第

2
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の

と
お

り
過

誤
納

と
な

っ
て

い
る

あ
な

た
(
貴

社
)
の
市
税
を

未
納

の
I'!
I別

(
申
告
)

事
業

年
度

市
税

等
に

充
当

し
ま

し
た

。
区

分
未

納
額

充
当

額
差

引
未

納
額

過
誤

納
と

な
っ

て
い

る
市

税
本

税

延
滞

金

氏
名
(
名
称
)

様

住
所

(
所

在
地

)
充

当
し

た
税

目
制

定
年

度
課

税
年

度
|

 通
知

書
番

号

税
目

課
税

年
度

過
誤

納
年

度
十

過
誤

納
番

号
期
日
1I

(
申
告
)

事
業

年
度

通
知

持
番

号
事

業
年

度
理

由
区

分
未

納
額

充
当

額
|

 
差

引
未

納
額

本
柑

WI
月
II(

申
告
)

~
税
額

納
付

額
過

誤
納

金
額

過
誤

納
延

滞
金

延
滞

金

禿
当

し
た

税
目

主
E県

税
年
度

通
知

呑
番

号

期
別

(
申

告
)

区
分

未
納

額
充

当
額

差
引

未
納

額

本
税

延
滞

金

合
計

(
過

誤
納

金
額

)
(A
) 

円
合

計

ド室
付
加
算
金
額

:(
8)
 

円
区

分
本

税
充

当
額

延
滞

金
充

当
額

合
計

充
当

額

充
当

額
:(
C)
 

円

差
引

還
付

金
額

:(
A)
+(
B)
 -

(C
) 

言ト
円

円
円

円



合 唱 口 一 ω 有 ( N O N E 有 )ω 迫 u - E

(裏
)

(
こ
の
欄
に
は
、
こ
の
通
知
に
不
服
が
あ
る
場
合
に

お
け

る
救

済
の

方
法

、
取

消
訴

訟
を

行
う

場
合

の
被

告
と

す
べ

き
者

及
び

出
訴

期
間

等
を

記
入

す
る

こ

と
。

)
市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省 卦 bラ 期
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そ
の

3

(
表
)

|充
当

し
た

日
|

年
月

日
|

内
訳

年
月

日

配
当

割
額

・
株

式
等

譲
渡

所
得

割
額

の
控

除
不

足
額

充
当

通
知

書

様
市 岬 W チ 判 明 日 咽 S 由 闘争 う省 卦 bラ 期

金
沢

市
長

団
地

方
税

法
第

3
14

条
の

9
の
規
定
に
よ
り
、
所
得
筈

1)
額

か
ら

控
除

で
き

な
か

っ
た

金
額

を
未

納
の

市
税

等
に

充
当

し
ま

し
た

。

過
誤

納
と

な
っ

て
い

る
市

税

氏
名

(
名

称
)

住
所

(
所

在
地

)

税
目

|制
定
年
度

|
諜
税
年
度

|
過
誤
納
年
度

|過
誤
納
番
号

通
知
特
番
号

事
業
年
度

理
由

Jl!
1~
11

(申
告
)

器
n税
額

納
付
額

※
過
誤
納
金
額

過
誤
納
延
滞
金

合
計
(
過
誤
納
金
額
)

(A
) 

円

様
ー I N O - -

合
計
充
当
額

延
滞
金
充
当
額

本
税
充
当
額

円 一 円 一 円

:(
8)
 - :(C) 市
)
+
(8
)

ー
(C
)

円
円


